
敦賀市除雪オペレーター育成支援事業補助金交付要綱 
（目的） 
第１条 この要綱は、道路除雪を行う者に対し、敦賀市道路除雪オペレーター育成支援事

業補助金（ 以下「補助金」という。）を交付することにより、除雪オペレーターの育成
を図り、持続可能な除雪体制及び冬期間の安全安心な道路交通を確保することを目的と
する。 

（適用通則） 
第２条 補助金の交付等については、敦賀市補助金等交付規則（昭和 57 年３月 29 日規則

第 5 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす
る。 

（定義） 
第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 
(１) 除雪協力企業 
 敦賀市と道路除排雪業務委託契約を締結し、敦賀市道路除雪計画で定める除雪路線の
除排雪業務を行う者をいう。 

(２) 除雪オペレーター 除雪協力企業の事業主、役員及び従業員のうち、除排雪作業に
従事する者をいう。 

（補助対象者） 
第４条 補助金の交付対象となる者（以下、「補助対象者」という。）は、除雪協力企業と

する。ただし、補助金の交付を受けようとする年度の前年度において本市と道路除排雪
業務委託契約を締結し、当該年度も締結見込みである者に限る。 

（補助対象事業） 
第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者

の雇用するオペレーターが行う除排雪作業に必要な大型特殊自動車免許の取得及び車両
系建設機械運転技能講習の受講とする。ただし、オペレーターは、次に掲げる全てに該
当する者のみとする。 
（１）補助金の交付を受けようとする年度の４月１日時点における年齢が満６０歳未満

であること。 
（２）普通自動車免許（ＡＴ限定を含む。）を所持していること。 
（３）補助金交付決定の日から当該年度の１１月１３日までの期間内に免許の取得又は

講習を受講すること。 
（補助対象経費） 
第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事

業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。 
（１）大型特殊自動車免許の取得費用（自動車教習所の入学金、適性検査料、技能講習



料、教本代、写真代、検定料及び証明書代） 
（２）労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第６１条に基づく車両系建設機械運

転技能講習の受講費用（講習会受講料、テキスト代） 
２ 前項に要する旅費及び交通費、宿泊費、延長・補習教習料、証紙代、その他取得・受

講に関する事務的経費全般は補助対象経費から除く。 
３ 第１項の規定にかかわらず、補助事業について他の補助金等の交付を受ける場合は、

この補助金の対象としない。 
（補助金の額） 
第７条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の２分の１以内とし、オペレ

ーター1 名につき７万円を限度とする。算出された額に１，０００円未満の端数が生じ
た場合は、オペレーター１名毎にこれを切り捨てるものとする。 

（交付申請） 
第８条 補助金の交付を申請しようとする者（以下、「申請者」という。）は、補助金の交

付を受けようとする年度の１０月３１日（同日が閉庁日にあたるときは、その日の直前
の開庁日）までに、敦賀市除雪オペレーター育成支援事業補助金交付申請書（様式第１
号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 
（１）補助対象経費の内訳が分かる見積書等の書類（写し） 
（２）オペレーターが申請時に所持している運転免許証（写し） 
（３）雇用証明書兼除雪協力誓約書（様式第２号） 
（４）市税の完納証明書 
（５）その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 
第９条 市長は、前条の規定により申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査

し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、敦賀市除雪オペレーター育成
支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（交付の条件） 
第１０条 補助金の交付の決定を受けた者（以下、「交付決定者」という。）は、補助対象

となったオペレーターを本市が委託する除排雪業務（大型特殊免許を必要とする作業に
限る。）に補助金交付年度から起算して３年以上従事させなければならない。 

（補助事業の変更） 
第１１条 交付決定者は、補助事業の内容の変更又は経費の変更を必要とする場合は、変

更内容を確認できる書類を添えて敦賀市除雪オペレーター育成支援事業補助金交付変更
申請書（様式第３号）を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、補助の対象
となるオペレーターの変更以外の変更で補助金の額に変更を生じないものにあっては、
この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定により変更申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当



であると認めたときは、補助金の交付変更を決定し、敦賀市除雪オペレーター育成支援
事業補助金交付変更決定通知書（様式第４号）により、交付決定者に通知するものとす
る。 

（事業の中止の届出） 
第１２条 交付決定者は、当該事業を中止しようとする場合は、その旨を市長に届け出て

その承認を得なければならない。 
（実績報告） 
第１３条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに敦賀市除雪オペレーター

育成支援事業補助金実績報告書（様式第６号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出
しなければならない。 
（１）補助事業の実施に係る支出を証する書類（写し） 
（２）オペレーターが報告時に所持している運転免許証（写し） 
（３）労働安全衛生法第６１条に基づく車両系建設機械運転技能講習会受講証（写し） 
（４）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 
第１４条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助対

象事業の成果が、補助金交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確
定し敦賀市除雪オペレーター育成支援事業補助金額確定通知書（様式第７号）により、
交付決定者に通知するものとする。 

（交付請求） 
第１５条 前条の通知を受けた交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、敦賀

市除雪オペレーター育成支援事業補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなけ
ればならない。 

２ 市長は、前項の請求を受けた場合は、当該請求を行った交付決定者に対して補助金を交
付するものとする。 

(交付決定の取消し) 
第１６条 市長は、交付決定の後、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 
（２）交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 
（３）補助事業の目的に反したとき。 
（４）前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき。 

２ 前項の規定は、補助金の額の確定があった場合にも適用する。 
（補助金の返還） 
第１７条 市長は、前条の場合において既に補助金を交付した交付決定者に対して、期限

を定めて補助金の返還を命ずるものとする。 



（関係図書の保存） 
第１８条 補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係図書、収支に係る帳簿及び支払に

関する支払証拠書類については対象事業が完了した日から５年間保存しなければならな
い。 

（委任） 
第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附 則 
（施行期日） 
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


